
　男女共同参画社会の実現には、家庭や職場、学校、地域など多方面からの意識

の啓発や取組が必要です。 

　誰もが活躍できるまちづくりに興味がある方のご応募をお待ちしています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(郵送の場合は当日消印有効)

■応募・問合せ先■ 

　〒396-8617 

　伊那市下新田 3050 番地 

　伊那市役所企画部地域創造課 

　人権男女多文化共生係　担当:北原 

　　電話：0265-78-4111 内 2157 

　　Fax：0265-74-1250 

　　E-mail：bkr@inacity.jp 

■応募方法・応募資格  

　詳しくは裏面をご覧ください。 

　伊那市ホームページでも 

　ご案内しています。  

■応募締切  

　令和８年３月３１日（火）（必着） 

 

■募集人数 

若干名 

 

■任　　期  

　２年間 

（～令和１０年３月３１日まで） 

 

 

 伊那市男女共同参画推進会議 

委員募集



伊那市男女共同参画推進会議委員募集要領 

 

市では、性別にとらわれず、誰もがあらゆる分野で個性と能力を発揮できる社

会の実現に向けて、男女共同参画推進会議を設置しています。 

幅広い意見を伺い、市民や関係団体との協働により男女共同参画社会を実現す

るため、男女共同参画推進会議委員を募集します。 

 

１　募集人数 

　　若干名 

 

２　活動内容 

（１）伊那市男女共同参画推進会議において、本市の男女共同参画社会づくり

の方向や施策について意見をいただきます。（会議は年４～５回程度、原則

として平日の昼間に開催します。） 

（２）「男女共同参画社会を目指す伊那市民のつどい」の企画運営に参加いただ

きます。 

 

３　任　　期 

　　２年間（委嘱日～令和１０年３月３１日まで） 

 

４　応募資格 

　（１）令和８年４月１日現在、伊那市に住所又は勤務地を有する、18歳以上の　　　　　　　　　

　　　方 

　（２）男女共同参画事業の取組に関心がある方 

 

５　応募方法 

応募申込書に必要事項を記入し、伊那市役所地域創造課（４階）へ持参、郵

送、ＦＡＸ、又はＥメールにより提出してください。 

 

６　選考方法 

申込書の内容により選考し、市長が決定します。 

 

７　応募期間 

令和８年２月１８日（水）から３月３１日（火）まで（必着） 

(郵送の場合は当日消印有効) 

 

８　応募・問合せ先 

　　〒396-8617　伊那市下新田3050番地 

　　伊那市役所企画部地域創造課人権男女多文化共生係　担当:北原 

　　　電話：0265-78-4111　内線2157　　　Fax：0265-74-1250 

　　　E-mail：bkr@inacity.jp


